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環境確保条例と土壌汚染対策法
■ 平成１２年１２月２２日

・ 環境確保条例の公布

■ 平成１３年10月１日

・土壌汚染対策の規定の施行

■ 平成１５年２月１５日

・土壌汚染対策法の施行

・条例施行規則および土壌汚染対策

指針の改正



土壌汚染対策法の施行状況
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法３条で判明した汚染状況

（平成19年2月14日現在）
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（注）土地の一部は調査を実施、一部は調査猶予、あるいは
調査猶予を受けたあと調査を実施した事例があるため合計
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都内の指定区域の状況
（平成19年2月14日現在）

011一部解除

82230全部解除

94251指定件数

多摩区部合計



条例に基づく調査・対策のフロー

工場・指定作業場を
廃止・除却するとき

3000㎡以上の土地の改変時

汚染拡散防止措置の実施

記録の保管・承継（118条）

有害物質取扱事業者 土地改変者

地歴等調査

土壌汚染状況調査

（116条）

（117条）

土地取得者

汚染のおそれ



対象となる事業者

■ 有害物質取扱事業者

工場、指定作業場を設置している者で、

有害物質を取り扱い、又は取り扱った者

■ 土地改変者

３０００㎡以上の敷地内において土地の
切り盛り、掘削等土地の改変を行う者



・工場内で使用

・過去に使用

・廃止施設で使用

・施行日以降に使用

有害物質

土地改変

法と条例の相違点

・3,000㎡以上の土地改変

条例
法
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※ 平成13年10月（条例施行）から平成18年9月までのデータより



条例116条に基づく届出状況

３２０４２２１２８６合 計

３９４５１３０18年度
(4月～9月) 

６８１１５３０３17年度

９０１００２９３16年度

６９８２２７３15年度

４４６２２４０14年度

１０１８４７13年度
(10月～3月）

完了届拡散防止
計画書

汚染状況調査
報告書



工場廃止時(116条)の汚染状況

※ 平成13年10月（条例施行）から平成18年9月までのデータより
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工場規模別の汚染割合
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※ 平成13年10月（条例施行）から平成17年9月までのデータより



地歴調査で求める事項

■ 調査の目的

対象地の過去の土地利用履歴を調査し、
対象地に有害物質の取扱事業場が存在し
たか否か等、有害物質で汚染された可能
性はないかなどについて調査する

■ 届出書の内容

○土地利用の履歴 ○履歴等年表

○対象位置図 ○土地利用状況

○土地利用計画図 ○公図

○根拠資料



地歴調査における根拠資料
■ 住宅地図

■ 地形図

■ 航空写真

■ 不動産登記簿謄本

■ 商業登記簿謄本

■ 社史

■ 水質汚濁防止法・下水道法に規程する届出書

■ 条例等に基づき手続きされた届出書

■ 過去に行った土壌汚染状況調査結果

■ その他



汚染拡散防止計画書の内容
■ 土壌汚染状況調査の結果

■ 汚染拡散防止の方法

○汚染範囲の確定

○汚染土量の確定

○対策の方法（リスク低減の方法）

○対策の完了確認

○汚染土壌の搬出先

■ 汚染拡散防止計画の目標

■ 対策工事の工程

■ 対策中の環境保全対策

■ その他



記録の保管・承継

■ 保管

土壌汚染対策の実施者は、条例に基づき実施
した調査及び処理について記録を作成し、保管
しなければならない

■ 承継

土壌汚染対策を実施した土地を譲渡するとき
は、対策を行なったものは、上記の記録をその
土地の譲渡を受ける者に確実に引き継がなけ
ればならない



条例117条に基づく届出状況

２７８３６５７５１２８４４合 計

３７４６８０２６９18年度
(4月～9月) 

６４７４１７９５３９17年度

６７８４１６１５６４16年度

６３７５１３１６０９15年度

３３５６１４５６４８14年度

１４３０５５２１５13年度
(10月～3月）

完了届拡散防止
計画書

汚染状況
調査

報告書

地歴調査
届出書



計2844

345

335

71

2093

土地改変時(117条)の汚染状況 ３

汚染あり

汚染なし

調査中

おそれなし

12.1%

※ 平成13年10月（条例施行）から平成18年9月までのデータより



汚染拡散防止措置の内容

8201512157190合計

28764761その他

011046公園

1301813再開発等

011066工場

1210810商業

120167事務所

12201718道路

001066学校

21245563住宅

その他覆土不溶化原位置浄化掘削除去件数土地利用

※平成15年4月1日から平成18年3月31日までの区部における条例１１７条の届出数
※措置内容については複数回答有り
※再開発などには、市街地再開発事業や土地区画整理事業などが含まれる。
※その他には、病院、更地化、土壌汚染除去工事などが含まれる。



土壌汚染対策の傾向と課題
■ 工場廃止時（法３条・条例１１６条）

• 中小企業は対策費の負担に苦慮

• 対策方法が掘削除去に偏っている

• 助成要件が厳しく、基金の対象となる案件が少ない

なお、法と条例の対象範囲が異なり、法案件数は条例

案件数を大幅に下回る

■ 土地改変時（条例１１７条）

• 事業規模が大きい

• 対策方法が掘削除去に偏っている

• 地価が高いことでＢＦは発生しにくいと推測される


